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免除の種類

①全額免除 月額０円

月額3,670円

月額7,330円

月額11,000円

②若年納付猶予
　（20～29歳）

③一部納付
　１／４納付

④一部納付
　半額納付

⑤一部納付
　３／４納付

保　険　料
所得審査
対象者

老齢基礎年金の

保険料納付を
猶予します。
10年以内に追納すると
通常に納付したことに
なります。

申請者本人
配偶者
世帯主

(扶養親族等の数＋1)×
35万円＋22万円

(扶養親族等の数＋1)×
35万円＋22万円

78万円＋
扶養親族等控除額＋
社会保険料控除額等

118万円＋
扶養親族等控除額＋
社会保険料控除額等

158万円＋
扶養親族等控除額＋
社会保険料控除額等

申請者本人
配偶者

申請者本人
配偶者
世帯主

申請者本人
配偶者
世帯主

申請者本人
配偶者
世帯主

審査対象者一人当たりの
審査基準
（一人一人について審査し、全員が
以下の金額の範囲内の所得である
場合に承認されます）

受給資格
期間には

年金額の
計算には

○入ります

○入ります

○入ります

○入ります

○入ります

○入ります

○入ります

○入ります

○入ります

○入ります

×算入されません

○免除区分に
　応じた割合で
　算入されます

○免除区分に
　応じた割合で
　算入されます

○免除区分に
　応じた割合で
　算入されます

○免除区分に
　応じた割合で
　算入されます

障害基礎年金
遺族基礎年金
受給資格期間

③、④、⑤の一部納付を承認された場合は、減額後の保険料を納付しないと『未納』という
扱いになります注意!!

【保険料免除の種類】

       

  

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は

　
平
成
21
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
月

額
1
万
4
6
6
0
円
で
す
。

　
所
得
が
少
な
い
な
ど
、保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
に
は
、本
人

の
申
請
に
よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
が
免
除

ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら

と
い
っ
て
、未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、将

来
の
老
齢
基
礎
年
金
や
、い
ざ
と
い
う
と
き

の
障
害
基
礎
年
金
、遺
族
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
放
置
せ
ず
、お
気
軽
に
保
健
医
療
課
ま
た

は
三
次
社
会
保
険
事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　
保
険
料
免
除
制
度

　
保
険
料
免
除
制
度
に
は
、下
記
一
覧
の
と

お
り
5
種
類
の
区
分
が
あ
り
ま
す
。

　
保
健
医
療
課
ま
た
は
各
支
所
市
民
生
活

室
に
申
請
し
、社
会
保
険
事
務
所
で
審
査
・

承
認
を
受
け
る
と
、後
日
は
が
き
で
結
果
が

通
知
さ
れ
ま
す
。こ
の
審
査
は
前
年
中
の
所

得
を
も
と
に
行
わ
れ
る
た
め
、免
除
ま
た
は

猶
予
さ
れ
る
期
間
は
、前
年
中
の
所
得
の
証

明
が
確
定
し
た
後
の
7
月
か
ら
翌
年
6
月

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
て
い
る
方

も
引
き
続
き
審
査
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

7
月
以
降
に
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。（
継

続
審
査
対
象
者
は
除
く
）

※
失
業
・
災
害
な
ど
の
特
別
な
理
由
に
よ
り

免
除
を
希
望
さ
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、特
例

措
置
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
免
除
申
請
に
必
要
な
も
の

●
年
金
手
帳

●
印
鑑（
本
人
が
自
署
す
る
場
合
は
不
要
）

国民
年金 安

心
・
安
全
な
毎
日
の
た
め
に
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各年５月末現在（単位：件）身近な犯罪発生状況（庄原警察署管内）

※街頭犯罪とは、路上強盗、ひったくり、恐喝、車上ねらい、自動販売機ねらい、器物損壊

　
昨
年
、庄
原
警
察
署
で
は
悪
質
な
竿
竹
の

訪
問
販
売
業
者
を
検
挙
し
て
い
ま
す
が
、こ

の
種
の
悪
質
な
訪
問
販
売
業
者
が
ま
た
や

っ
て
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
悪
質
な
訪
問
販
売
か
ら
消
費
者
を
守
る

た
め
、「
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
」「
広

島
県
迷
惑
防
止
条
例
」が
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
で
、

訪
問
販
売
業
者
に
対
し
て
は

○
守
る
事
項
と
し
て
、申
し
込
み
や
契
約
時

の
書
面
の
交
付（
業
者
の
名
称
、住
所
、電
話
、

商
品
の
名
称
、数
量
、値
段
、支
払
時
期
や
方

法
、ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
に
関
す
る
事
項
な
ど

を
記
載
し
た
書
面
）

○
禁
止
行
為
と
し
て「
う
そ
を
告
げ
る
」「
わ

ざ
と
事
実
を
告
げ
な
い
」「
脅
し
て
困
惑
さ

せ
る
」等

な
ど
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、違
反
す
る
と
処

罰
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、広
島
県
迷
惑
防
止
条
例
で
は
、い

わ
ゆ
る
押
売
行
為
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

●
必
要
の
な
い
物

や
労
務
の
提
供
な

ど
は
、あ
い
ま
い
な

返
事
は
せ
ず
、き
っ

ぱ
り
と
断
る
。

●
依
頼
や
承
諾
を

し
て
い
な
い
の
に
、

業
者
が
勝
手
に
し

た
こ
と
に
は
お
金

を
払
わ
な
い
。

●
一
人
で
断
る
こ

と
が
難
し
け
れ
ば
、

近
所
や
警
察
に
連

絡
し
て
複
数
で
対

応
す
る
。

※
悪
質
な
訪
問
販

売
業
者
と
思
わ
れ

る
者
が
き
た
ら
、す

ぐ
に
1
1
0
番
通

報
や
警
察
に
相
談

を
し
て
く
だ
さ
い
。

悪
質
な
訪
問
販
売
被
害
に

遭
わ
な
い
た
め
に

乗物盗

4

4

1

街頭犯罪

13

22

19

侵入窃盗

9

9

6

その他

48

42

30

合　計

74

77

56

年

平成19年

平成20年

平成21年

悪
質
な

訪
問
販
売
に
注
意

●助成対象事業

一般コミュニティ
助成事業

公衆便所・除雪機・トレーニング用具・防犯灯・太鼓・法被・テ
ント・スポーツ用具・コミュニティ公園・広場整備・点訳機など

講演会・研修会の開催・コミュニティリーダーの養成・研修・
各種スポーツレクリエーション大会の開催・野外活動の実施
など

児童室・トレーニングルーム・図書室・サークル活動準備室・シ
ャワー室・多目的ルームなどを備えた多目的な総合施設

携帯用無線機・可搬式動力ポンプ・救命ボート・エンジンカッ
ター・給水タンク・リヤカー・模擬消火訓練装置など

広場・公園・運動場・児童遊園等コミュニティ施設またはその
周辺における植栽に必要な苗木・種子・用具など

緑化推進コミュニティ
助成事業

自主防災組織育成
助成事業

コミュニティセンター
助成事業

青少年健全育成
助成事業

●助成額（一件につき10万円単位の補助とします。）

一般コミュニティ助成事業

緑化推進コミュニティ助成事業

100万円以上250万円以内

50万円以上200万円以内

自主防災組織育成助成事業 30万円以上200万円以内

青少年健全育成助成事業 30万円以上100万円以内

コミュニティセンター助成事業
対象経費の３/５以内に該当する額。
ただし、1,500万円を限度とする。

問い合わせ
自治振興課自治振興係　鈎0824―73―1209
総務課危機管理係　鈎0824―72―1123（自主防災組織育成助成事業）

　(

財)

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
は
、宝
く
じ
の

普
及
広
報
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
健
全
な
発

展
を
目
的
と
し
て
、地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
活
動
に
必
要
な
施
設
や
備
品
な
ど
の
整

備
に
対
し
て
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
各
団
体
か
ら
の
申
請
は
庄
原
市
で
取
り

ま
と
め
、(

財)

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
へ
提
出

し
ま
す
。申
請
の
受
け
付
け
は
9
月
中
旬

こ
ろ
の
予
定
で
す
。希
望
さ
れ
る
団
体
は

自
治
振
興
課
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
室

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。な
お
、今
年

募
集
す
る
事
業
は
平
成
22
年
度
に
実
施
す

る
事
業
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
助
成
対
象
団
体

自
治
振
興
区
・
自
治
会
な
ど
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
団
体

宝

助

成

金

く

じ

で
地
域
づ
く
り
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ご
存
知
で
す
か
？

保
険
料
免
除
制
度


